
３
つ
の
医
療
費
助
成
制
度
の
比
較

項
目

小
児
慢
性
医
療

育
成
医
療

未
熟
児
養
育
医
療

①
医
療
助
成
の
目
的

長
期
療
養
を
必
要
と
す
る

児
童
の
健
全
育
成
と
福
祉
の
向
上

障
が
い
児
の
健
全
な
育
成
を

図
る
た
め
の
必
要
な
医
療
給
付

入
院
養
育
を
必
要
と
す
る

未
熟
児
へ
の
必
要
な
医
療
給
付

②
対
象
年
齢

原
則
１
８
歳
未
満

１
８
歳
未
満

１
歳
未
満

③
自
己
負
担
額
算
定
基
準

市
町
村
民
税

市
町
村
民
税

市
町
村
民
税

④
受
給
者
証
発
行
に
要
す
る
時
間

２
か
月
程
度

１
～
２
週
間

１
～
２
週
間

⑤
保
険
者
へ
の
所
得
区
分
照
会

必
要

不
要

不
要

⑥
⑤
の
回
答
ま
で
に
要
す
る
時
間

２
～
３
週
間

―
―

⑦
受
給
者
証
の
有
効
期
間

原
則
１
年
以
内

（
更
新
可
）

原
則
３
か
月
以
内

（
再
申
請
可
）

最
長
１
歳
ま
で

（
再
入
院
は
対
象
外
）

⑧
認
定
者
数
（

H
3
0
年
度
）

６
７
３
人

２
７
８
人

１
４
２
人

⑨
歳
出
決
算
額
（
H3
0
年
度
）

1
5
4
,5
8
1
千
円

2
3
,7
37
千
円

4
6
,1
16
千
円

⑩
国
県
負
担
率

国
1
/
2

国
1/
2

県
1/
4

国
1/
2

県
1/
4

⑪
厚
生
労
働
省
担
当
部
署

健
康
局

難
病
対
策
課

社
会

・
援

護
局

精
神
・
障
害
保
健
課

子
ど
も
家
庭
局

母
子

保
健

課

1
0

※
上
記
④
・
⑥
・
⑧
・
⑨
に
つ
い
て
は
、
新
潟
市
に
お
け
る
実
施
状
況
で
あ
る
。
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小
児
慢
性
医
療
と
育
成
医
療
の
受
給
者
証
の
違
い

1
1
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具
体
的
な
支
障
事
例

①
受
給
者
証
の
発
行
に
あ
た
り
、
自
治
体
か
ら
保
険
者
へ
高
額
療
養
費
適
用
区

分
を
照
会
し
、
受
給
者
証
同
区
分
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
自
治
体
で
は
同
区
分
を
実
務
上
使
用
す
る
必
要
は
な
く
、
煩
雑
か
つ
不
要
な

事
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
（
受
給
者
自
己
負
担
額
は
、
市
町
村
民
税
に
よ
り

決
定
さ
れ
る
た
め
。
）

③
そ
の
た
め
、
受
給
者
へ
早
期
に
受
給
者
証
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

④
同
様
の
国
制
度
で
あ
る
「
自
立
支
援
（
育
成
）
医
療
費
支
給
事
業
」
及
び

「
未
熟
児
養
育
医
療
費
給
付
事
業
」
で
は
、
保
険
者
へ
の
照
会
事
務
は
不
要

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
務
処
理
に
お
け
る
統
一
感
が
見
ら
れ
な
い
。

1
2
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必
要
に
応
じ
て
限
度
額
適
用
認
定
証
の
活
用

•
自
治
体
で
の
認
定
審
査
、
受
給
者
証
を
作
成
す
る
間

に
、
同
時
並
行
し
て
保
険
者
へ
限
度
額
適
用
認
定
証

を
請
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
速
や
か
に
小
慢
医
療
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
開
始
で
き
る
。

1
3
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15
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１
受
給
者
証
発
行
ま
で
に
要
す
る
時
間
が
１
～
２
週
間
に
短
縮

２
医
療
機
関
窓
口
で
の
立
替
払
い
や
請
求
保
留
の
解
消

３
受
給
者
が
事
業
を
円
滑
に
利
用
で
き
る

４
保
険
者
と
の
照
会
・
回
答
に
要
す
る
事
務
の
負
担
軽
減

５
職
員
の
時
間
外
勤
務
縮
減
、
働
き
方
改
革
の
推
進

す
べ
て
は
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
人
々
の
笑
顔
の
た
め
に
！

1
6
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指
定
難
病
患
者
が
特
定
医
療
を
受
け
る

指
定
医
療
機
関
を
予
め
設
定
す
る

事
務
の
廃
止

〈茨
城
県
〉

1
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【提
案
の
内
容
】

指
定
難
病
の
医
療
費
助
成
制
度
に
つ
い
て
、
患
者
が
受
診
す
る
指
定
医

療
機
関
を
予
め
設
定
す
る
事
務
を
廃
止
し
、
全
て
の
指
定
医
療
機
関
で

受
け
た
特
定
医
療
を
公
費
負
担
の
対
象
と
す
る
よ
う
求
め
る
。

【提
案
の
背
景
】

指
定
難
病
に
係
る
各
種
申
請
手
続
き
が
煩
雑
な
た
め
、
申
請
者
（患
者
や

そ
の
家
族
等
）や
行
政
機
関
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

▶
申
請
手
続
き
の
簡
略
化
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

提
案
の
内
容
と
背
景

2
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■
患
者
が
受
診
を
希
望
す
る
指
定
医
療
機
関
を
保
健
所
へ
事
前
に
申
告
。

■
医
療
受
給
者
証
に
は
、
当
該
指
定
医
療
機
関
が
保
健
所
職
員
に

よ
っ
て
記
載
さ
れ
る
。

■
緊
急
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
（
※
）を
除
き
、
上
記
の
指
定
医
療
機
関

以
外
で
受
け
た
医
療
は
、
指
定
難
病
の
公
費
負
担
対
象
と
な
ら
な
い
。

〈現
状
〉
制
度
の
概
要

【
参
考
】
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（抜
粋
）

第
７
条
第
３
項
都
道
府
県
は
、
支
給
認
定
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
の
中
か
ら
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た

指
定
難
病
の
患
者
が
特
定
医
療
を
受
け
る
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（※
）旅
行
中
や
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
手
続
き
が
遅
延
す
る
場
合
が
該
当
す
る
。
患
者
の
個
別
事
情
に
応
じ
て

都
道
府
県
が
判
断
す
る
。
（H
2
8
.2
.4
厚
生
労
働
省
通
知
）

3
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〈現
状
〉
制
度
の
概
要
（記
載
例
）

申
請
書

医
療
受
給
者
証

○
○
○
病
院

○
○
市
○
○
町
○
－
○

○
○
薬
局

○
○
市
○
○
町
○
－
○

○
○
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
○
○
○
市
○
○
町
○
○
－
○

○
○
○
病
院

○
○
薬
局

○
○
市
○
○
町
○
－
○

○
○
薬
局

○
○
薬
局

○
○
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

申
告
し
た
指
定
医
療
機
関
が

受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
る

4
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〈現
状
〉
支
障
事
例
①

■
患
者
が
利
用
す
る
指
定
医
療
機
関

を
追
加
や
変
更
し
た
い
場
合
、

そ
の
都
度
、
保
健
所
等
に
お
い
て

申
請
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

指
定
医
療
機
関
の
追
加
・変
更
に
係
る

変
更
申
請
数

３
，
３
６
２
件

（
R
1
年
度
茨
城
県
）

【参
考
】変
更
申
請
以
外
の
申
請
の
年
間
件
数
（R
1
年
度
茨
城
県
）

新
規
申
請

３
，
３
７
６
件

更
新
申
請
１
７
，
８
５
４
件
（更
新
申
請
は
年
１
回
）

指
定
医
療

機
関

の
追
加

・
変
更

33
62

(6
9%

)

自
己
負
担

上
限
額
の

変
更

12
45

(2
5%

)

保
険
変
更

11
1(

2%
)

疾
病
追
加
・

変
更

82
(2

%)

住
所
変
更

39
(1

%)
そ
の
他

67
(1

%)

変
更
申
請
の
事
由
別
受
け
付
け
状
況

（R
1年
度
茨
城
県
）

5
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〈現
状
〉
支
障
事
例
②

そ
の
度
に
、
保
健
所
に
変
更
申
請
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
係
る
事
務
処
理

が
発
生
し
て
い
る
。

「
申
請
受
付
」
及
び
「受
給
者
証
に
医
療
機
関
名
を
追
記
し
て
交
付
す
る
作
業
」

に
か
か
る
時
間

１
件
あ
た
り
２
０
分
程
度
⇒
１
日
（
１
６
件
）
あ
た
り
約
５
時
間
２
０
分

※
茨
城
県
内
９
保
健
所
（担
当
職
員
２
４
名
）全
て
の
合
計

■
患
者
は
様
々
な
事
情
で
、
利
用
す
る
指
定
医
療
機
関
が
変
わ
る
。

寛
解
期
に
入
っ
た
た
め
、
総
合
病
院
か
ら
自
宅
近
く
の
診
療
所
に
転
院
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

通
っ
て
い
た
薬
局
が
廃
止
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
別
な
薬
局
に
通
い
た
い
。

6
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■
指
定
難
病
患
者
は
高
齢
者
や
要
介
護
の
方
の
割
合
が
高
く
、

単
純
な
申
請
手
続
き
に
も
困
難
が
伴
う
方
が
多
い
。

（参
考
）６
５
歳
以
上
の
指
定
難
病
患
者
の
割
合

４
５
．
８
４
％

（Ｒ
２
．
３
．
３
１
現
在
茨
城
県
）

〈現
状
〉
支
障
事
例
③

検
査
の
た
め
に
他
の
病
院
へ
行
く
だ
け
な
の
に
、
申
請
手
続
き
が
必
要
な
の
は
面
倒
。

高
齢
の
た
め
、
保
健
所
に
行
く
こ
と
が
大
変
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
使
え
な
い
。

7
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期
待
す
る
効
果

廃
止
す
る
こ
と
に
よ
る

負
担
軽
減

効
果
大

【
な
ぜ
利
用
す
る
指
定
医
療
機
関
を
申
告
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
】

原
則
同
一
の
医
療
機
関
が
継
続
し
て
医
療
行
為
を
行
う
こ
と
で
、
責
任
の
所
在

を
明
確
に
し
、
患
者
が
適
切
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
。

〈
現
状
〉

■
受
給
者
証
に
記
載
す
る
医
療
機
関
数
に
制
限
は
無
い
。

■
難
病
法
が
施
行
さ
れ
て
５
年
が
経
過
し
、
多
く
の
医
療

機
関
が
指
定
医
療
機
関
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
個
別

の
医
療
機
関
名
を
行
政
側
が
確
認
す
る
必
要
性
は

乏
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

■
患
者
か
ら
申
告
が
あ
っ
た
医
療
機
関
を
受
給
者
証
に

記
載
す
る
だ
け
の
仕
組
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

8

124



指
定

難
病

の
医

療
受

給
者

証
へ

の
医

療
保

険
の

所
得

区
分

の
記

載
の

廃
止

に
つ

い
て

愛
知

県
保

健
医

療
局

令
和

２
年

７
月

１
５

日
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難
病
法
に
基
づ
く
指
定
難
病
患
者
へ
の
医
療
助
成
制
度
に
つ
い
て

「
難

病
法

」
に

基
づ

き
、

都
道

府
県

知
事

等
は

、
指

定
難

病
の

患
者

の
医

療
費

の
負

担
軽

減
を

図
る

た
め

、
指

定
医

療
機

関
の

窓
口

で
「
医

療
受

給
者

証
」
を

提
示

し
た

受
給

者
に

対
し

、
難

病
の

治
療

に
要

し
た

医
療

費
の

自
己

負
担

分
の

一
部

を
助

成
し

て
い

る
。

概
要

実
施

主
体

補
助

対
象

経
費

及
び

補
助

率
特

定
医

療
費

（
国

1
/2

, 
 都

道
府

県
・
指

定
都

市
1
/2

 ）

指
定

難
病

都
道

府
県

、
指

定
都

市

根
拠

法
令

難
病

の
患

者
に

対
す

る
医

療
等

に
関

す
る

法
律

（
平

成
２

６
年

５
月

１
１

月
１

２
日

政
令

第
３

５
８

号
）
第

５
条

対
象

疾
病

難
病

の
う

ち
、

患
者

の
置

か
れ

て
い

る
状

況
か

ら
み

て
良

質
か

つ
適

切
な

医
療

の
確

保
を

図
る

必
要

性
が

高
い

も
の

で
、

次
の

要
件

の
全

て
を

満
た

す
も

の
を

、
厚

生
科

学
審

議
会

の
意

見
を

聴
い

て
厚

生
労

働
大

臣
が

指
定

す
る

。
○

患
者

数
が

本
邦

に
お

い
て

人
口

の
概

ね
千

分
の

一
程

度
の

数
に

達
し

て
い

な
い

こ
と

。
○

客
観

的
な

診
断

基
準

（
又

は
そ

れ
に

準
ず

る
も

の
）
が

確
立

し
て

い
る

こ
と

。

3
3
3
疾

病

1

医
療

費
助

成
申

請
件

数
新

規
申

請
：

5
,3

1
0
件

更
新

申
請

：
2
6
,0

2
3
件

保
険

者
数

2
,1

2
2
保

険
者

（
7
月

現
在

、
本

県
の

シ
ス

テ
ム

上
登

録
さ

れ
て

い
る

保
険

者
数

）
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都
道

府
県

・
指

定
都

市
(a

)申
請

受
付

、
(b

)審
査

、
(c

)認
定

、
(d

)所
得

区
分

照
会

し
て

医
療

受
給

者
証

に
記

載
、

(e
)医

療
受

給
者

証
交

付

2

指
定
難
病
の
医
療
受
給
者
証
交
付
ま
で
の
流
れ
（
申
請
編
）

指
定

医
療

機
関

指
定

難
病

患
者

（
受

給
者

）

①
受

診
（

診
断

書
作

成
）

②
医

療
費

助
成

申
請

指
定

医

保
険

者
（

市
町

村
、

国
保

組
合

、
被

用
者

保
険

、
後

期
高

齢
者

医
療

）

＊
愛

知
県

の
場

合
は

、
照

会
か

ら
回

答
ま

で
約

１
ヶ

月
か

か
る

⑤
医

療
受

給
者

証
交

付
③ 所

得
区

分
照

会

④ 所
得
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